
37 農林水産業・食品産業における労働安全対策の強化

＜対策のポイント＞
農林水産業や食品産業の就業者の安全を確保するため、事故要因の調査・分析、安全点検マニュアルの作成、安全性の高い技術・器具の導入等を総合
的に推進するとともに、労働安全に係る研修・指導や労働環境の安全性を向上させるスマート技術の普及を支援します。
＜事業目標＞
農林水産業及び食品産業における労働災害による死傷者数を平成29年比５％以上減少及び死亡者数を15％以上減少させる［令和４年まで］

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

国
民間団体等

＜事業の流れ＞

【令和２年度予算概算要求額 956（431）百万円の内数】

１．農林水産業・食品産業における労働安全強化対策推進事業 310（－）百万円
○ 農林水産業や食品産業における､事故要因の調査･分析､作業環境等の点検マニュ
アルの作成､安全性の高い技術･器具の現場実装、就業者向けの意識啓発等の労
働災害防止対策を総合的に推進します。

２．労働安全に係る研修・指導
① 現場技能者キャリアアップ・林業労働安全対策のうち林業労働安全推進対策

607（402）百万円の内数
林業就業者への最新装置を活用した研修などの労働安全の取組を支援します。

② 漁業労働安全確保・革新的技術導入支援事業 39（29）百万円の内数
漁業者等への安全講習会や現場での安全指導の取組などを支援します。

（関連事業）
○ 持続的生産強化対策事業
・ 農作業安全総合対策推進事業
農業者と接する様々な機会を捉えた対面型の安全啓発の取組などを支援します。

・ 農業機械の安全取扱技術向上支援事業
農業者が農業機械を安全に取り扱う知識・技能を習得する研修を強化します。

３. スマート技術の普及
スマート農林水産技術の普及により、労働環境の安全性の向上を図ります。
（関連施策）
・ スマート農業総合推進対策事業
・ 林業イノベーション推進総合対策のうち省力化機械開発推進対策
・ スマート水産業推進事業のうちICTを利用した漁業技術開発事業

農林水産業や食品産業における労働災害の発生を抑制すること
により、若者が自らの未来を託せる産業に！

農林水産業・食品産業における労働安全強化対策推進事業
安全点検マニュアルの作成事故要因の調査・分析

就業者向けの意識啓発技術・器具の現場実装
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他の作業員の衝撃と無反応状態
を関知し、ヘルメットに振動で伝達

＜林業の例＞
自動伐倒作業車

＜農業の例＞
ロボットトラクター

＜水産の例：小型漁船へのAISの普及＞

搭載船同士や海上交通センター等と
船名、船位、針路、速力などの情報
を自動的に送信して共有衝突を回避

安全管理体制の点検

商船漁船

AIS情報

スマート技術の推進

委託

民間団体等
定額

（１の事業）

（２①、②の事業）

＜林業の例：緊急伝達装置＞

［お問い合わせ先］（１の事業） 大臣官房政策課 （03-6744-0494）
（２①の事業）林野庁経営課 （03-3502-1629）
（２②の事業）水産庁企画課 （03-6744-2340）

水産庁研究指導課（03-6744-2031）
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